
 

 

福島市公告第７号 

 

 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第 1項第 5号の規定による道路の位置

を、次のように廃止したので、建築基準法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号）第

10条の規定により公告する。 

 

 

 令和 ８年 １月２３日 

 

 

 特定行政庁 福島市長   馬 場  雄 基  

 

廃止する道路の指定年月日及び番号 

 廃止前   平成２８年１１月 ２日  第 ２１ 号 

 廃止後   令和 ８年 １月２２日  第 ６ 号 

 

廃止する道路の位置 

 指定当時の地番   福島市鳥谷野字下宿９番３、１０番８ 

 現 在 の 地 番   福島市鳥谷野字下宿９番３、１０番８ 

 

取り消しする道路の幅員及び延長 

 幅員    ４．００ｍ 

 延長   ３２．８４ｍ （有効３２．６９ｍ） 


